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『
落
款
の
書
き
方
』）。「
聴
松
楼
」
が
二

条
の
書
斎
あ
る
い
は
邸
宅
を
示
す
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。

　
二
条
は
、
神
奈
川
県
鎌
倉
の
長
谷
に
別

荘
を
持
っ
て
い
た
（
写
真
２
）。
貴
顕
紳

士
た
ち
の
別
荘
地
と
し
て
著
名
な
鎌
倉
は

「
松
の
都
」
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
（
島

本
千
也
著
『
続
・
鎌
倉
別
荘
物
語
』）。
こ

の
た
め
「
聴
松
楼
」
と
は
彼
の
鎌
倉
の
別

荘
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
実
は
、
加
藤
も
鎌
倉
に
別
荘
を
持
っ
て
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黒
石
市
に
は
、
近
代
青
森
県
を
代
表
す

る
政
治
家
で
実
業
家
で
も
あ
っ
た
加
藤
宇

兵
衛
の
庭
園
と
邸
宅
が
所
在
す
る
。
庭
園

は
国
指
定
名
勝
「
金
平
成
（
か
ね
ひ
ら
な

り
）
園
〈
澤
成
（
さ
わ
な
り
）
園
〉」
と
し

て
一
般
公
開
さ
れ
、
２
０
２
５
（
令
和
７
）

年
度
も
多
く
の
人
た
ち
が
訪
れ
た
。

　
邸
宅
は
庭
園
の
西
側
に
位
置
し
、
現
在

は
「
旧
加
藤
家
住
宅
」
と
呼
ば
れ
る
。
住

『
家
憲
正
鑑
』）。
家
憲
と
は
、
家
訓
と
同

じ
意
味
を
持
つ
。

　
金
平
成
家
憲
に
は
、
賭
博
や
投
機
的
営

利
の
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ど
の

よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
も
債
務
者
の
弁
済

保
証
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
不
動
産

を
貸
与
し
て
抵
当
権
を
設
定
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
以
上
３
か
条
の
内
容
が
書

か
れ
て
い
る
。

　
加
藤
は
、
庭
園
に
つ
い
て
「
万
民
に
金

が
行
き
わ
た
り
、
平
和
な
世
の
中
に
成
る

よ
う
に
」
と
い
う
願
い
を
込
め
て
い
た
。

優
れ
た
実
業
家
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
公
私

に
わ
た
る
各
種
事
業
に
対
し
多
額
の
寄
付

を
し
、
社
会
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
活
動
を
続
け
る
た
め
に
は
、

加
藤
家
の
財
産
を
金
平
成
家
憲
で
守
っ
て

い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
金
平
成

園
と
金
平
成
家
憲
は
切
り
離
せ
な
い
関
係

で
あ
り
、
扁
額
「
金
平
成
園
」
と
は
、
貴

族
院
議
員
に
選
ば
れ
た
加
藤
の
ノ
ブ
レ

ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
（
社
会
的
に
身
分
の

高
い
人
間
が
果
た
す
べ
き
責
務
）
の
象
徴

と
見
な
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
彼
の
大
き
な
功
績
と
比
較
し
て
、
残
さ

れ
た
資
料
は
非
常
に
少
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
彼
の
理
念
が
込
め
ら
れ
た
「
金
平
成
」

は
、
加
藤
と
い
う
人
物
を
理
解
す
る
上
で

重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
中
園
　
美
穂

（
弘
前
大
学
非
常
勤
講
師
）

扁
額
と
家
憲

～
加
藤
宇
兵
衛
の
理
念

　
　
　
　
　
　
　「
金
平
成
」
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宅
主
屋
に
は
貴
族
院
議
員
の
二
条
基
弘

公
爵
が
揮
毫
し
た
扁
額
「
金
平
成
園
」

が
あ
る
（
写
真
１
）。
１
９
０
７
（
明

治
４
０
）
年
１
月
か
ら
貴
族
院
議
員
を

つ
と
め
た
加
藤
は
、
二
条
と
同
じ
院
内

会
派
に
属
し
て
い
た
。

　
扁
額
「
金
平
成
園
」
の
引
首
印
（
関

防
印
）
は
「
聴
松
楼
」
で
あ
る
。
引
首

印
の
も
と
は
、
自
分
の
書
斎
や
家
に
つ

け
た
風
雅
な
名
前
を
刻
ん
だ
も
の
が
主

だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
（
川
邊
尚
風
著

い
た
。
こ
の
別
荘
は
関

東
大
震
災
で
失
わ
れ
た

と
い
う
が
、
彼
と
二
条

の
間
に
は
、
鎌
倉
に
別

荘
を
持
つ
と
い
う
共
通

点
も
見
出
せ
て
興
味
深

い
。

　
加
藤
は
、
貴
族
院
議
員

時
代
で
あ
る
１
９
０
９

（
明
治
４
２
）
年
１
２
月

に
「
金
平
成
家
憲
」
を
定

め
て
い
る
（
北
原
種
忠
著

写
真
２
：
二
条
公
爵
の
別

荘
が
あ
る
鎌
倉
の
長
谷
周

辺
。
甘
縄
神
明
宮
と
は
、

現
在
の
甘
縄
神
明
神
社
で

あ
る
（
中
田
時
懋
著
『
鎌

倉
』
鎌
倉
同
人
会
・
１
９

１
９
年
よ
り
拡
大
し
て
転

載
）


